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令和５年度公益社団法人古河市シルバー人材センター事業計画 

 

１ 概要 

  令和２年（2020年）に発生した新型コロナウイルス感染症については、世界的

なパンデミックとなりながら３年が経過しました。 

  わが国では、マスク着用が個人判断になり、コロナ感染症の位置づけが５類に

変更される等、落ち着きを見せていますが、陽性者の総数は3,200万人以上、死

者数も69,000人を超えています。また、ＰＣＲ検査数も日本の人口に匹敵する１

億１千万人を超え、終息とはいえない状況です。 

３年間にわたるコロナ対策に加え、ロシアによるウクライナ侵攻によって、日

本全体の日常生活、社会活動、物価の高騰を含めた経済活動等の社会情勢が大き

く変化し、生活様式や世の中のニーズ、常識が大きく変わってきました。 

当センターでも、新規会員の確保や就業の確保、契約額の減少など業務、運営

面に大きな影響を及ぼしています。 

当センターでは、新型コロナ感染症の影響以外に65歳定年制や企業における70

歳までの雇用努力義務化等により、新規会員の高齢化とともに会員の高齢化など

が進行しており、新規会員確保が困難になってきています。 

このような状況の中、当センターの運営指針となる「第二次中期計画」（令和

５年度から令和９年度の５年間）を策定いたしましたが、今後も会員のためのセ

ンターとして努力してまいります。 

当センターは、会員の就業確保を第一優先とした運営を行ってまいりましたが、

今後も就業機会の確保を推進してまいります。 

また、会員数が減少傾向にありますが、高齢者が「生涯現役」として社会参加

するための受け皿であるシルバー人材センターの存在意義や活性化を高めていく

ためにも「会員拡大」は大きな課題であります。引き続き、会員増加に取り組ん

でまいります。 

シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づ

き、地域の高齢者就業に関する事業を行う法人であり、基本理念である「自主・

自立・共働・共助」を推進し、公益法人として高齢者及び地域社会の期待に応え、

地域に根差した身近なシルバー人材センターとなれるよう、積極的に事業を展開

してまいります。 
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２ 基本方針 

当センターは、昭和60年6月に古河総和広域シルバーとして設立され、平成18

年4月に三和を統合しました。さらに、平成24年4月に公益法人として認可され、

平成26年4月に公益法人古河市シルバー人材センターに移行し、現在に至ってい

ます。 

シルバー人材センターの崇高な理念を実現するため三つの基本方針を掲げ、積

極的に事業活動を展開してまいります。 

また、事務事業の効率化を図るとともに経費削減に努め、安定した運営が図れ

るよう努力してまいります。 

１ 知識や能力等、多種多様な経験を持つ高齢者の入会を促進し、就業機会の確

保及び拡大を図ります。 

２ 安全就業及び適正就業を推進し、会員はじめ地域にとっても魅力あるシル

バー人材センターの実現に努めます。 

３ 財政基盤の強化と組織の活性化に努め、高齢者の豊かな生活の実現と社会参

加を促し、生きがいのある生活を目指します。 

 

３ 達成目標 

(１) 会員数 １，０１０ 人 

(２) 契約金額(派遣契約を含む) ４５０，０００千円 

(３) 就業率(派遣契約を含む) ７０．０ ％ 

(４) 就業人員 ９０，０００ 人 

(５) 安全就業（事故件数）      ０ 件 

 

４ 実施計画 

１ 就業機会確保及び提供に関する事業 

① 就業先の確保拡大 

ア 会員の就業ニーズを把握し、新たな就業の開拓を目指し、公共及び民間

企業等への訪問活動により、受注先の拡大に努めます。 

イ 高齢者世帯だけでなく一般家庭における家事支援業務に取り組み、就業

機会及び就業先の確保に努めます。 
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② 就業機会の提供 

ア 一般家庭からの除草、植木剪定等について、速やかな受注対応が可能な

体制の整備に努めます。 

イ 毎月発行する「かがやき」への就業情報掲載及び電話等により情報提供

を行います。 

ウ より多くの会員への就業機会の提供を図るため、ローテーション就業を

推進し、ワークシェアリング（雇用の分担）の拡大に努めます。 

 

 ２ 会員拡大事業 

  ① 会員の増強 

   ア 入会説明会、会員による口コミ等により新規入会の促進を図ります。 

   イ ホームページや市の広報誌等を活用したＰＲを行います。 

ウ 古河市循環バス「ぐるりん号」車載モニターに会員募集の広告を掲載し

て新規入会の促進を図ります。（新） 

エ 退会する会員の抑制を図ります。 

  ② 女性会員の拡大 

    当センターの女性会員は約３５％です。女性の社会進出を促し、女性が活

躍することで更なるシルバーの活性化を図るため、女性を対象とした入会説

明会等を行います。 

  ③ プラチナ会員制度の推進 

    ここ数年、退会者が入会者を上回る状態が続いています。退会者を一人で

も少なくするため、「就業は希望しないがシルバー会員として活動できる制

度」として、会への周知を図り退会者の抑制に努めます。 

 

３ 適正就業の促進 

国から示された「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」に基づいた

就業及び運営を行い、発注者に対してより一層の理解を求めていきます。 

  

４ 一般労働者派遣事業 

委任・請負になじまない就業について、公共、企業等の理解を求めながら一

般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業で対応します。 

※委任・請負になじまない就業とは、発注者の指揮命令又は社員等と混在作業がある

就業のことを指します。 
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５ 安全適正就業推進事業 

① 就業の安全は、最優先で取り組む事項です。事故ゼロを目指し、就業現場

の巡回を定期的に行い、安全意識の高揚と就業環境の改善を図り就業におけ

る事故の未然防止を図るとともに、就業途中での交通事故防止のための交通

安全教育に努めます。 

② 地域班長会議や会報「かがやき」等を通じて、安全意識の徹底と意識向上

を推進します。 

③ 夏・冬の作業で健康に影響があると思われる就業について、就業停止およ

びローテーション就業等に配慮します。 

④ 事故ゼロ看板により、安全就業に対する意識の向上を図ります。 

 

６ 研修・講習事業 

  会員の就業見学会の実施や会員の技能向上を図るため、各種講習会を実施し

ます。（接遇及び傾聴講習会、安全運転技能講習会、技能講習会等） 

 

７ 調査研究事業 

  発注者へのサービス向上や社会環境の変化に対応した事業を展開していくた

め、未就業会員の把握、先進地視察、財政基盤の安定化に向けた研究等を実施

します。 

 

８ 相談事業 

 ① 毎月第２第３金曜日に入会説明会を開催し、ＤＶＤ放映や会員のしおり等

を活用して会員の確保に努めます。 

 ② 就業を希望する高齢者に対し、随時就業相談を行います。 

 

９ 委員会推進事業 

組織活動の充実と効果的な運営を図るため、委員会を設置して事業活動を円

滑に推進していきます。 

 (１) 就業開拓会員拡大委員会 

    センター会員の就業機会の開拓及び会員の拡大について、積極的な活動

を行います。 

（入会説明会、事業所訪問、講習等の開催） 
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 (２) 安全管理委員会 

    会員の健康と就業上の安全・適正就業に関する事項を検討し、その対策

を推進します。 

（安全巡回指導、安全に対する会員の意識向上等） 

 (３) 地域活動推進委員会 

    地域活動推進と親睦を図り、円滑な事業の伸展を図ります。 

（会員旅行、新年会、班長会議の開催等） 

 (４) 広報委員会 

    センターの事業や理念を広く周知し、センターの健全な事業発展を図る

ため、毎月「かがやき」を発行します。 

 (５) 衛生委員会 

     労働安全衛生法に基づき、会員等の衛生に関する重要事項を調査、審議

し、業務の円滑な運営を図ります。 

  

 10 設立40周年記念事業の実施 

令和５年度に設立40周年及び公益法人移行10周年を迎えるにあたり、実行委

員会を設置して記念事業等を実施します。 

  

 11 社会参加促進事業 

市内各所のボランティア清掃、はなももマラソン等にて社会奉仕活動を実施

します。 

 

 12 普及啓発事業 

機関紙「かがやき」「案内パンフレット」の発行、ホームページにおける情

報発信、ボランティア活動等を通じて普及啓発に努めます。 

  

 13 事業運営基盤の強化 

   財政基盤の強化と経営の健全化を図るため、引き続き事務の効率化及び経費

の削減に努め、中期計画に基づいた運営と経営を行ってまいります。 

   また、インボイス制度のスムーズな移行を図ります。 


